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1. 施設概要と経営現況 

（１）保養センター美榛苑の沿革 

保養センター美榛苑（以下「美榛苑」という。）は、住民の休養と健全な娯楽に供するため、

宿泊事業として設置されたもので、市民を始め、宇陀市を訪れる観光客への宿泊・宴会・休憩・

温泉入浴の場を提供する市営の公共施設として運営されてきた。 

 

 ・昭和 55 年 11 月    榛原町老人福祉センター 美榛苑 竣工 

・昭和 56 年 11 月    本館宿泊棟完成 名称も保養センター美榛苑に 

 ・昭和 63 年 10 月    温泉実用化 

 ・平成  2 年 5 月    新館宿泊棟・大浴場完成   

 ・平成  6 年 4 月    別館（宿泊棟・浴場・レストラン榛奈）完成   

 ・平成  8 年 6 月    大宴会場棟完成   

 ・平成 18 年 1 月    宇陀郡内４町村合併により、宇陀市営保養センター美榛苑とし  

て出発  

 ・平成 22 年 10 月      指定管理者制度導入 

 ・平成 25 年 ４月   指定管理者による運営継続（３年間） 

（２）施設の概要 

 ・建 物  鉄筋コンクリート造り 3 階建て 一部 4 階建て 7,569 ㎡   

 ・客 室  宿泊全室 43 室（190 人収容）、大小宴会場 8 室（350 人収容）、会議室１

（30 人）  

 ・その他  レストラン榛奈、宿泊 宴会用大浴場１、日帰り入浴場１、売店、カラオケル

ーム、ゲームコーナー、駐車場 130 台、送迎バス４（大型１中型３）、敷地

面積 15,890 ㎡  

 ・温 泉  ナトリウム炭酸水素塩泉（重曹泉） 効能:神経痛、関節痛、冷え性、疲労回

復等、泉温 22.5℃ （地下 450m からくみ上げ） 循環式   

キャッチフレーズ「奈良県下初の療養温泉」「ツルツルすべすべの美人の湯」

「目をみはる温泉の泉質と効能」   

（３）従業員数 ㈱休暇村サービス（平成２５年１月1日現在） 

  ・職  員    社員 ５人    

  ・パート職    ６９人（登録雇用人数、勤務は利用状況によって変化）    

  （４）利用料等（税サ込み） 

  ・宿泊料金   １人 1 泊 4,725 円（食事費別、休前日は 1,050 円加算）   

          1 泊 2 食付き ９,２００円～    

        宿泊プラン 味絵巻 ８,９２５円～ 宴会プラン  ４,６２０円～ 
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（５）経営の現況 

①概況 

 昭和 63 年 10 月の温泉実用化以来、今日まで多くの方々の利用をいただき、ピーク時の平

成 7 年度では、宿泊 35 千人、宴会休憩 45 千人、レストラン 155 千人、温泉入浴 162 千

人の延べ 397 千人もの利用者があったが、バブル崩壊に象徴される景気の急激な悪化と長引

く経済の低迷等により、利用客が徐々に減少し、さらに近隣に新しい同種の温泉施設が相次い

でできたことも利用客減少に拍車をかけた一因となっている。 

 平成 20 年度では、宿泊 18 千人、宴会休憩 28 千人、レストラン 51 千人、温泉入浴 74

千人の延べ 171 千人となり、ピーク時に比べ 43％の減少となり、これに伴い、収支も平成

8 年度までは黒字であったが、翌年度から赤字となり、以降年々赤字が累積し、平成 20 年度

決算においては、14 億円余の累積負債を抱えることになった。 

 指定管理制度導入後の平成２２年度、２３年度は黒字決算となり、資金不足額も減少した。 

 

 ②赤字の原因 

 収支構造悪化の原因として、外的要因としての競合施設の増加や景気の悪化、内的要因とし

ての施設設備の老朽化や低いサービス水準等による利用収益の減少と、施設拡張によって肥大

化した維持管理経費及び金利負担並びに硬直化した人件費等による費用増大から収支バラン

スが取れなくなり赤字経営に陥ったこと。また、長年の構造的な要因として、美榛苑は公営企

業会計による独立採算制の経営方式のため、施設整備において発行した企業債 18 億円の返済

とその利子を含め、今日まで 24 億円余りを自力で返済してきたが、その返済額は単年度あた

り 1 億３千万円にのぼり、収益収支で賄うことができず、結果として赤字が膨らんでいくこ

ととなった。 

 

 ③経営改善へ向けた取り組み 

 美榛苑の経営について抜本的に見直しを図ろうと、民間的経営感覚の導入、特に接客や企画

部門の強化を図るとともに、コスト削減や施設設備面における改善事項の検討を進めるため、

平成 19 年 11 月から民間経験者のマネージャーを設置。従業員への意識改革のための指導及

び研修会の実施、業務分析・作業工程の見直しによる人件費の削減、料金の見直し等による収

益アップを図った。 

 平成 21 年 8 月には、総務省の地方公営企業経営アドバイザー派遣事業を受け、有識者に

よる経営の改善策等についてアドバイスを受け、できるところからの改善策を実施した。 

さらに同年 11 月には、財政健全化法に基づく個別外部監査を受け、民間監査法人による個

別外部監査報告についても本計画に反映させている。 

 議会の動向では、平成 20 年 9 月に美榛苑経営検討特別委員会が設置され、平成 21 年 4

月には経営改善への５提言があり、平成 22 年度末までに単純営業収支の黒字化を果たせなけ
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れば、廃止又は民間譲渡等、事業の存廃を含めて検討することとなった。 

 

なお、同年 5 月に庁内関係部署による美榛苑運営検討委員会を設置し、庁内横断的に経営

改善策について検討してきた。平成２２年１０月より指定管理者制度を導入した結果、 

単純営業収支の黒字化を果たしたので、第１期において、事業存廃の検討をしたところ、継続

する事とし、平成２５年４月より指定管理者による３年間の事業継続を決定した。 

 ２. 資金不足比率が経営健全化基準以上となった要因 

 

 温泉掘削、別館や新館、宴会場・駐車場整備工事など、平成 8 年度までに施設整備のため

に企業債を増発し、企業債元金償還と支払利息が膨らんだうえ、利用者も平成 8 年度をピー

クに年々減少傾向になり、赤字が続いている状況にある。 

 主な経営状況の分析として、（１）単年度損失が生じている要因（２）資金不足比率が健全

化基準以上になった要因に分けて考えてみる。 

（１）単年度損失が生じている要因 

 ①過剰な施設整備に起因する多大な維持経費及び金利負担 

 ②直営方式による固定費（人件費）の高水準 

 ③外的要因（競合施設の増加、景気の悪化等）や内的要因（経営ノウハウ不足、顧客ニーズ

の把握不足、モチベーション意識の希薄化等）に伴う集客力の低下に基づく営業収益の減

少 

（２）資金不足比率が健全化基準以上になった要因 

 ①高齢者福祉施設から観光施設としての完全な脱却がなされていないため、顧客層に広がり

がなく収益性が低い。 

 ②施設の機能に応じた負担区分（一般会計負担又は特別会計負担）が不明瞭で、大規模施設

整備等に対する投資の大半を自己財源で賄ってきた。 

 ③営業収益の悪化に伴い、金融機関等の一時借入金残高が増加し、企業債償還を含めた毎年

度の支払利息等が多額の負担になった。 

【参照】「保養センター美榛苑事業 収支決算関係の分析」 

 

３. 公営企業の経営の健全化の基本方針 

経営の健全化にあたっては、次の 2 点を柱とする。 

（１）指定管理者制度を導入し、施設を存続 

  ①利用料金制を採用することで指定管理者のインセンティブを高め、収益性を向上させ

ることにより補助金・出資金をはじめとする市の財政負担を最小限の影響に留める。 

  ②将来投資額(修繕・投資)を抑制しながら、営業活動を継続する。 

③施設・設備のコスト削減など効率化を図り、経費等を抑制する。 

  (厨房・大浴場各 2 箇所、レストラン・別館部門の見直し等) 

  ④魅力ある営業活動による収益増加を図る。 
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  ⑤地域の雇用・経済に及ぼす影響を最小限にとどめる。 

（２）不良債務は一般会計からも計画的な支援を受けることで解消 

４. 計画期間 

経営健全化計画の計画期間は、市からの支援を受けるため、短期間であれば市における急 

激な財政負担が生じ、市そのものが早期健全化団体に近づく可能性が高くなる。 

 このようなことから、計画期間は平成 2１年度から 3２年度までの 1２年間とし、平成２１ 

年度から平成 24 年度を第１期、平成 25 年度から平成 28 年度までを第２期、平成 29 年度 

から平成 32 年度を第３期として、当面 4 年間ごとの目標を設定するとともに、4 年間ごと 

に事業存廃を含めた検討を行なう。 

５. 資金不足比率を経営健全化基準未満とするための方策 

（１） 保養センター特別会計に対する一般会計からの繰出基準等について 

①企業債元利償還及び一時借入金元利償還について繰り出す。 

②施設改修分について繰り出す。 

（２）指定管理者の納付金等について 

① 次の納付金については、企業債元利償還及び一時借入金元利償還に充てる。 

ア、一定額を施設利用料として市に納付する。 

イ、営業によって得た利益で、別に定める金額以上の利益についてはその利益の 

     ２分の１を収益納付金として、市に納付する。 

②  その他別に定める、運営上必要な経費については、指定管理者の負担とする。 

（３）美榛苑を存続するにあたっての投資について 

① 当面、資金不足比率の解消に向けた経営健全化を図ることに専念し、大規模改修な

どの将来的な新たな投資は原則として行なわない。 

② 経常的な修繕や耐震診断など、利用者サービスの維持や施設の安全確保に向けた取

り組みについては従前どおり実施する。 

（４）効率的かつ効果的な経営について 

   ①経営改善努力の継続 

    経営状況の確認、収益目標についてプロジェクトチームを立ち上げるなど、達成度

の検証体制を確立するとともに、指定管理者との連携を密にした取り組みをより一

層推進し、観光の拠点として宇陀市周辺地域の観光資源を活用し、地域と連携する

ことによる滞在型観光の拠点とすること。 

 

    ②地域振興をになう経営努力 

     経済効果コンサルティングの結果をふまえ、これまで美榛苑が地域に果たしてきた 

     役割を再認識しつつ、時代の流れに則した経営の在り方について見直しを図ると 

     ともに、さらなるサービスの向上のため、次の取り組みをより一層推進する。 

    ア、地元業者との連携をさらに深め地域経済の拠点とすること。 

    イ、活気あふれる人材の創出などいきいきとした従業員の雇用の場であること。 
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６. 各年度の方策に係る収入及び支出に関する計画 
（１）収入・支出に関する計画 

（別紙の収支計画を参照） 

 （２）各期の目標 

 

第１期（H21～H24） 第２期（H25～H28） 第３期（H29～H32） 

・直営から指定管理者等民営

に完全移行（H23） 

・美榛苑創業 30 周年記念イベ

ント（H23） 

・事業継続の有無検証 

・指定管理者によるさらなるサ

ービスの向上により収益アッ

プを図る。 

・地域振興への貢献を図る 

・指定管理者再指定手続き（H27）

・事業継続の有無検証 

・経営健全化計画の中間年度見

直し（26） 

 

・魅力ある企画、営業活動に

よる収益維持又はＵＰ 

・資金不足比率の健全化基準

未満の解消（～H32） 

・事業継続の有無検証 

 

     

７.　各年度ごとの資金不足比率の見通し

45.3
補助金・出資
金　147,000

補助金・出資
金　144,300

1,800,701 1,593,995 0 0

0 174,709

平成32 385,000 0 3,424

平成31 385,000 178,182 3,473 1,800,701 1,560,298

平成30 385,000 354,734 3,432 1,800,701 1,526,273 0 351,302

360,683
補助金・出資
金　167,000

343,286

91.2
補助金・出資
金　147,000

94.9

平成29 385,000 531,064 3,345 137.0

資金不
足　　比
率（％）

275.1

291.2

333.7

平成28

行財政措置等

補助金・出資
金　109,108

1,800,701 1,492,099 527,719
補助金・出資
金　147,000

0

623,087
補助金・出資
金　　167,000

163.9

380,000 707,314 3,345

1,794,586 1,422,518

1,800,701 1,457,414

269,752平成27 380,000 895,364 2,525

1,744,754 1,349,034

1,769,267 1,386,9641,064,814
補助金・出資
金　167,000

213.6250,791

平成25 380,000 1,234,364 2,148

平成26 380,000 2,199

1,069,456
補助金・出資
金　100,000

293.0286,005

1,163,361
補助金・出資
金　167,000

306.168,855

811,824

平成24 365,000 1,358,000 2,539

1,602,266 1,269,500

1,676,094 1,310,359

1,147,569
補助金・出資金
100,000

316.1257,228平成23 362,952 1,406,000 1,203

1,531,330 1,226,579 1,239,439
補助金・出資金
150,000　指定
管理者完全移

210,486平成22 371,327 1,450,968 1,043

1,463,171 1,179,038 1,232,530
補助金・出資
金　180,000

218,195平成21 423,131 1,477,525 26,800

1,131,270

企業債
償還済額

減価
償却済額

資金不足
額

1,276,441

解消可能
資金不足

額

126,081

（千円：％）

流動負債 流動資産

1,420,319 17,797平成20 463,836

年度 事業規模

1,352,078
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８. その他経営の健全化に必要な事項 
（１）経営形態の変更時期について 
   経営形態の変更については、次の工程を予定している。 

 

・平成 21 年度 指定管理者条項の追加に係る関係条例の一部改正 

 

・平成 22 年度 指定管理候補者の公募 

         指定管理者候補者の選考 

         指定管理者候補者の決定と議会での指定管理者指定と期間の 

        承認 

指定管理者との協定締結と指定管理者による営業開始（下半期） 

 

・平成 23 年度 指定管理者に完全移行 

 

・平成２４年度 第１期指定管理期間終了 

 

・平成２５年度 第２期指定管理期間開始 

 

（２）投資計画など将来負担について 

 今後の負担については、耐震化工事や施設、設備の修繕、投資が見込まれるが、

これは今後の目標の実現に向けて、収益を確保するために必要なものであり、その

実施については、必要最小限とすることを基本に、経営状況においてその都度判断

するものとする。 
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経営健全化計画 
【平成 21 年度～平成 32 年度】 

平成２５年３月策定 
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